
平成 2 2 年(ル)第 5 2 号

債権差押命令

当事者別紙当事者目録記載のとおり

請求債権別紙請求債権目録記載のとおり

1 債権者の申立てにより，上記請求債権の弁済に充てるため，別紙請求債権目録

記載の執行力ある債務名義の正本に基づき，債務者が第三債務者に対して有する

別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。

2 債務者は，前項により差し押さえられた債権について，取立てその他の処分を

してはならない。

3 第三債務者は，第 1 項により差し押さえられた債権について，債務者に対し，

弁済をしてはならない。

平成 2 2 年 2 月 1 9 日

長崎地方裁判所佐世保支部

裁判官重高 啓

これは正本である。

平成 22年 2 月 1 9 日

長崎地方裁判所佐世保支部

裁判所書記官

(民事執行法 155 条 1 項)
金銭債権を差し押さえた債権者は，債務者に対して差押命令が送達された日から一週
間を経過したときは，その債権を取り立てることができる。ただし，差押債権者の債権
及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
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(別紙)

当事者目録

干・・・・園 長崎

債権者 久木野憲司

(送達場所)干・・・・園 長崎

・・・・・法律事務所
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FAX  

債権者代理人弁護士
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 干 858 ・ 0914 長崎県佐世保市川|下町 123 番地 1

債務者 長崎県公立大学法人

上記代表者理事長 太田博道
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干・・・・・・・
第三債務者

上記代表者

送達場所長崎
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